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指定管理者（候補者）の選定結果について

沖縄県が設置する下記の「公の施設」について、指定管理者（候補者）を選定した

ので、その結果を公表します。

なお、指定管理者の指定については、令和４年沖縄県議会（11月定例会）の議決を

経た後に行うことになります。

１ 対象施設

(1) 施設名称 沖縄県立石嶺児童園

(2) 施設の概要 保護者のない児童、虐待されている児童等を入所させて、これ

を養護し、あわせて退所した者に対する相談等を行う施設。

(3) 設置場所 ア 本体施設 那覇市首里石嶺町４丁目394番地

イ 地域小規模児童養護施設（楪） 那覇市首里石嶺町４丁目

地内

ウ 地域小規模児童養護施設（あしたば） 浦添市字経塚地内

２ 選定方法

(1) 指定管理者制度運用委員会構成員

委員 砂川 麻世（学識経験者）

委員 冨田 将孝（財務に精通する者）

委員 上江洲 肇（施設の機能又は管理業務の性質に応じた専門的知識を有す

るもの）

委員 砂川 純子（入所者の意見を代弁できる者）

委員 神谷 眞行（入所者の意見を代弁できる者）

(2) 審査の経緯

令和４年８月17日 第１回運用委員会（選定方法等の検討）

令和４年11月１日 第２回運用委員会（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ・質疑、審査）

(3) 選定基準等

ア 選定基準及び審査の内容

選定基準 審査項目 審査内容 配点

１ 県民の公平な利 設置目的 ・応募の理由、児童園の運営方針が施

用を確保できるもの の理解度 設の設置目的を理解した内容となっ ５

（条例第６条第１号） ているか。
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２ 石嶺児童園の効 施設管理 ・適切な施設の維持管理が確保されて

用を最大限発揮させ いるか。また、効率的に管理運営し、

るとともに、効率的 経費の削減に取り組む内容となって １０

な管理がなされるも いるか。

のであること（条例 ・災害その他緊急時の危機管理体制が

第６条第２号） 確立されているか。

支援の質 ・入所児童の生活指導、心理的援助、

の向上 問題行動への対応等が適切か。 ３５

・子どもの権利擁護のための取組みは

適切か。

・発達障害児、虐待等により社会生活

への適応が困難となった児童、問題

のある児童等、特に配慮が必要な児

童への支援が適切か。

・入所児童への自立支援体制が確立さ

れているか。

・給食・保健衛生に配慮しているか。

・教養娯楽に配慮しているか。

・関係機関や地域住民との連携による

入所児童の支援体制が確保できる

か。

３ 事業計画書に沿 実施体制 ・職員配置数は、県が示した配置基準

った管理を安定して を満たし、入所児童の支援の維持・ ３５

行う物的及び人的能 向上に対応可能な数が確保されてい

力を有するものであ るか。

ること。（条例第６ ・指導的な立場の職員や直接支援職員

条第３号） は、県が示した児童福祉施設等にお

ける経験のある者を配置している

か。

・採用・配置の考え方が適切である

か。（児童支援のための専門性の確

保）

・職員の勤務体制及び職員間の連絡調

整の考え方は適切であるか。

・採用時、人事異動時における基礎研

修及び専門性の向上のための研修の

実施が確保されているか。
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・労働法令を遵守し、雇用労働条件へ

の適切な配慮がなされているか。

・適切に個人情報を管理できるか。

経営基盤 ・安定した経営基盤を有しているか。

・収入・支出の積算が妥当であり事業 １０

計画との整合性が図られているか。

経験実績 ・社会福祉事業の良好な運営実績を有

するか。 １０

・法人及び施設指導監査等において、

過去３年間に重大な指摘事項がな

い、又は改善結果が良好であるか。

４ 上記１～３のほ 優位性 ・上記のほか、石嶺児童園の設置目的

か、石嶺児童園の設 を達成するための優位性はあるか。 ５

置目的を達成するた

めに十分な能力を有

するものであること

（条例第６条第４号）

合 計 １１０

イ 応募者が１者であったことから以下の基準により選定した。

(ｱ) 評価点は１１０点満点とし、最低基準点は７５点とする。

(ｲ) 申請書類、プレゼンテーション、質疑応答の内容に応じて、審査採点票

の審査項目毎に「非常に優れている５点～劣っている１点」の範囲で加点

していき、その合計点を評価点とする。

(ｳ) 各審査員の評価点が全て最低基準点を上回った場合は、指定管理候補者

として選定する。
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３ 選定結果

(1) 申請団体名

社会福祉法人 偕生会

(2) 評価点数

団体名 各 設置目的 施設 支援の質 実施 経営 経験 優位性 合計

審査員 の理解度 管理 の向上 体制 基盤 実績

委員１ 5 10 33 35 10 10 5 108

社会福祉

法人 委員２ 5 10 33 32 10 7 5 102

偕生会

委員３ 5 9 30 30 10 8 5 97

４ 指定管理者（候補者）

(1) 団体名 社会福祉法人 偕生会

(2) 代表者名 理事長 安里 政晃

(3) 住所 那覇市首里石嶺町４丁目390番地

５ 選定理由

令和４年度第２回沖縄県立石嶺児童園指定管理者制度運用委員会において、申請

団体である社会福祉法人偕生会の事業計画書等の内容を審査し、プレゼンテーショ

ン及び委員による質疑を実施した結果、各委員の評価が全て最低基準を上回る結果

となった。

委員からは、現指定管理者の継続ということで、子どもへの影響も少ないのでは

ないかとの意見があり、また今後の要望として、被虐待の児童が増えていることか

ら、職員が疲弊しないような体制とし、メンタル面の支援をしてもらいたい、等の

意見があった。

この審議結果を踏まえて、石嶺児童園の管理運営を適正かつ確実に行うことがで

きるものと判断したことから、指定管理者（候補者）として選定した。

６ 指定の期間（予定）

令和５年４月１日から令和10年３月31日まで


